
政
令
第

号

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
及
び
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
百
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
）

第
二
十
九
条

法
第
百
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
権
限
と
す
る
。

一

法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

も
の

イ

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可



ロ

法
第
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
命
令

ハ

法
第
百
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可
の
取
消
し

二

法
第
九
条
の
二
第
七
項
、
法
第
九
条
の
二
の
三
、
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
保

険
業
法
第
三
百
五
条
第
一
項
、
第
三
百
六
条
及
び
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
法
第
九
条
の
九
第
四
項
、
第
二

十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三

第
五
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
の
四
、
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
八
、
第

六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
六
条
の
三
に
規
定
す
る
行

政
庁
（
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
権
限
（
以
下
「
行
政
庁

権
限
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
九
条
の
九
第
一



項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
金
融
庁
長
官
の
所
管
に
属
す
る
も
の
（
全

国
を
地
区
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の

三

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
の
う
ち
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ

る
事
業
が
金
融
庁
長
官
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の
に
係
る
権
限

第
三
十
条
第
一
項
中
「
法
第
九
条
の
二
第
七
項
、
法
第
九
条
の
二
の
三
、
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用

す
る
保
険
業
法
第
三
百
五
条
第
一
項
、
第
三
百
六
条
及
び
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
法
第
九
条
の
九
第
四
項
、
第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第

五
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
の
四
、
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
八
、
第
六
十
二

条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
百
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
六
条
第
一
項



か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
六
条
の
三
に
規
定
す
る
行
政
庁
（
管
轄
都
道
府
県

知
事
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
」
を
「
行
政
庁
権
限
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一

号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
貸
金
業
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
貸
金
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
国
家
公
安
委
員

会
、
金
融
庁
長
官
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
の
所
管
に
属
す
る
も
の
（
全
国
を
地
区
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
」
を
「
総
務
大
臣
、
法
務

大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
環
境
大
臣
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
法
第
九
条
の
二
第
七
項
、
法
第
九
条
の
二
の
三
、
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九

条
の
七
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す

る
保
険
業
法
第
三
百
五
条
第
一
項
、
第
三
百
六
条
及
び
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
法
第
九
条
の
九
第
四
項
、
第
二

十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
の
三
第
五



項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
八
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四

項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百

五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
百
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
行
政
庁
の
権
限
」
を
「
行
政
庁
権
限
（
法
第

五
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
権
限
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号

又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
以
下
」
を
「
次
号
に
お

い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

（
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
」
を

「
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環

境
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
金
融
庁
長
官
又
は
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六



項
中
「
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
」
を
「
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
金
融
庁
長
官
又
は
こ
ど

も
家
庭
庁
長
官
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
金
融
庁
長
官
（
そ
の
権
限
が
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に

委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
総
務

大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
環
境
大
臣
若
し
く
は
地
方
環
境
事
務
所
長
が
中
小
企
業
等
協
同

組
合
法
又
は
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後

の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
又
は
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
が



し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
金
融
庁
長
官
、

総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
環
境
大
臣
若
し
く
は
地
方
環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
さ
れ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

た
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申

請
等
と
み
な
す
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
又
は
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理

大
臣
若
し
く
は
金
融
庁
長
官
、
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
環
境
大
臣
若
し
く
は
地
方

環
境
事
務
所
長
に
対
し
て
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
施
行
令
又
は
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

事
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
等
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び

環
境
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
も
の
の
拡
大
等
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。


